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日時：令和７年１０月２７日（月） １３時から 

場所：志賀聖苑 会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⌘  次  第  ⌘  

 

１. 開会あいさつ 

２. 自己紹介 

３. 座長指名 

４. 報告事項 

⑴ 施設の運営状況について 

⑵ 環境影響調査結果について 

５. 質疑応答・意見交換 

６. 閉会 

 

 

✤ 資料 ✤ 

 ・協議会設置要綱 ・構成員名簿 ・公害防止協定書（写） 
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志賀聖苑連絡協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 志賀聖苑の運転管理の万全を期すため、志賀聖苑連絡協議会（以下「協議会」 

という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について意見を交換する。 

⑴ 志賀聖苑の稼動状況の監視及び調査 

⑵ 公害防止協定による遵守事項の履行の確認 

⑶ その他必要な事項 

（協議会の構成） 

第３条 協議会は、木戸自治会から選出された者７人以内をもって構成する。 

（任期） 

第４条 協議会の構成員の任期は、２年とする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

（会議） 

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて市長が招集する。 

２ 次条の規定により庶務を担当する課の長（以下「庶務担当課長」という。）は、会議進行

のため、座長を指名することができる。 

３ 庶務担当課長は、必要があると認めるときは、会議に学識経験者等の出席を求め、意見を

聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、市民部戸籍住民課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２５年１月１０日から施行する。 
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志賀聖苑連絡協議会構成員名簿 
 

 

（令和７年７月１日現在）      

氏 名 就任日 

中 村 克 己 令和７年７月１日 

中 村  等 令和５年７月１日 

他 谷 桂 三 令和７年７月１日 

中村  与司朗 令和７年７月１日 

太 田 義 典 令和７年７月１日 

中 嶋 彩 子 令和７年７月１日 

牧 野 詩 子 令和７年７月１日 

 

 

    （事務局） 

氏 名 役 職 

川 島 英 和 市 民 部 長 

東  弘 典 市 民 部 次 長 

乾  一 彦 戸 籍 住 民 課 長 

北 田 敦 士 戸籍住民課長補佐 

川 端 雅 彦 戸 籍 住 民 課 主 幹 

辻 尾 大 樹 戸 籍 住 民 課 主 事 

 

 

    <指定管理者：おおつ斎苑管理グループ> 

氏 名 役 職 

志 村 空 紀 統 括 責 任 者 

髙 島 莉 嘉 志 賀 聖 苑 長 
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⑴ 施設の運営状況について 

 

■ 火葬炉及び葬祭棟の使用状況 

 

 
 

 

■ 火葬について 

①  大津聖苑との比較 

 
 

 令和 6 年度、市全体の火葬炉使用件数は 7,265 件。うち志賀聖苑は 2,546 件で、市における火

葬の約 35.0％を担っている状況です。 

令和 7 年度については、8 月末現在で市全体の火葬炉使用件数は 2,769 件。うち志賀聖苑は

1,409 件で、市における火葬の約 50.9％を担っている状況です。令和 6 年度と比較すると、令和

7 年 5 月より大津聖苑の動物火葬が一時停止（動物炉更新のため）していることから、火葬件数

の割合が増加しています。 

 

② 人体の火葬について 

 

志賀聖苑における人体の火葬

炉使用件数は、この 10 年で増

加傾向が認められます。 

 

65 歳以上人口の増大により、

今後も死亡者数は全国的に増加

する見込みであり、それに伴い

火葬件数も増加していく見込み

です。 

 

 

 

 

 

 

■ 葬祭棟について 

 葬儀ホールの使用件数は直近 3 年間、安定して大ホール・小ホール合わせて 100 件を超える  

使用をいただいている状況であり、葬儀ホールとしての認知が広まっているものと考えます。 

（単位：件）

施設

死体 死胎 改葬 計

令和４ 1,118 14 0 1,132 5 1,449 226 132 9 122 176

令和５ 1,072 12 0 1,084 1 1,387 266 145 12 120 209

令和６ 1,095 7 0 1,102 2 1,442 265 145 8 139 234

令和７※ 436 3 0 439 0 970 91 71 1 48 83

※令和７年度のみ８月末現在の件数

霊安室待合室 霊安室

志賀聖苑 年度別施設使用状況表
葬祭棟

年度

火葬棟

施設火葬炉

人体
汚物 動物

葬儀ホール

大 小

（単位：件）

人体炉 汚物 動物炉 計 人体炉 汚物炉 動物炉 計 人体炉 汚物 動物炉 計

令和４ 2,658 41 1,996 4,695 1,132 5 1,449 2,586 3,790 46 3,445 7,281

令和５ 2,653 46 1,984 4,683 1,084 1 1,387 2,472 3,737 47 3,371 7,155

令和６ 2,868 36 1,815 4,719 1,102 2 1,442 2,546 3,970 38 3,257 7,265

令和７※ 1,190 24 146 1,360 439 0 970 1,409 1,629 24 1,116 2,769

※令和７年度のみ８月末現在の件数

年度
合計

志賀聖苑
（人体４基、汚物・動物各１基）

大津聖苑
（人体７基、動物１基）

大津市斎場　火葬炉使用状況

(11月末現在) 

811
886 915

881
929

1014
1055

1132
1084 1102

439

0

200

400

600

800

1000

1200

H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

志賀聖苑 年度別火葬炉使用状況（人体）
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⑵ 環境影響調査結果について 

① 公害防止協定書 

 地域住民の健康と快適な生活環境の保全を図ることを目的に平成 3 年、行政と木戸自治会 

（大字木戸）が締結。令和 7 年 3 月には内容を更新し再締結。大気汚染、騒音、悪臭等それぞれ

の測定数値を協定で定めた値（下記調査表着色部）以下にすることを記載しています。 

② 環境影響調査結果 

  調査実施機関：株式会社 近畿分析センター(～令和 7 年 3 月 14 日) 
           事業登録 環境計量証明（滋賀県特定濃度 21-01 号、濃度第 1 号、振動第 1号、騒音第 5 号） 

NEC ファシリティーズ株式会社（令和 7 年 7 月 25 日～） 
           事業登録 環境計量証明（滋賀県特定濃度 21-01 号、濃度第 1 号、振動第 1号、騒音第 5 号） 

 

 

ダイオキシン類：平成１２年３月「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」を参考とする。
大気汚染：大気汚染防止法施行規則別表　１３：廃棄物焼却炉　の数値を参考とする。
騒音：平成１３年３月３０日大津市告示第３１号「特定工場等において発生する騒音の規制基準について」を参考とする。
振動：
悪臭：悪臭防止法施行規則別表第１を参考とする。
臭気指数：平成２３年１０月１日大津市告示第１４８号「悪臭防止法に基づく悪臭物質の排出を規制する地域の指定及び

規制基準の設定について」を参考とする。

ng＝ナノグラム＝10億分の1グラム
ppm＝100万分の1という割合を表示する記号

硫黄酸化物 - 85 ppm 5

環境影響調査表（旧基準）

法・条例等基準値 公害防止協定値
令和7年3月14日
(第1系統2号炉)

ppm以下大
気
汚
染

項　　　　目
・

測　定　年　月　日

窒素酸化物 250 ppm 125 ppm 20 ppm

ばいじん 0.25 g/㎥ 0.05 g/㎥ 0.01 g/㎥

　騒　　　　音　　　（昼間） 55 dB 55 dB 49 dB

dB

悪
　
　
　
　
臭

アンモニア 1 ppm 1 ppm 0.04

　振　　　　動　　　（昼間） 60 dB 60 dB 30

ppm

メチルメルカプタン 0.002 ppm 0.002 ppm 0.0005 ppm以下

硫化水素 0.02 ppm 0.02 ppm 0.005 ppm以下

硫化メチル 0.01 ppm 0.01 ppm 0.001 ppm以下

ppm以下

トリメチルアミン 0.005 ppm 0.005 ppm 0.001 ppm以下

二硫化メチル 0.009 ppm 0.009 ppm 0.001

アセトアルデヒド 0.05 ppm 0.05 ppm 0.01 ppm以下

スチレン 0.4 ppm 0.4 ppm 0.01 ppm以下

ppm以下

ノルマル酪酸 0.001 ppm 0.001 ppm 0.0005 ppm以下

プロピオン酸 0.03 ppm 0.03 ppm 0.005

ノルマル吉草酸 0.0009 ppm 0.0009 ppm 0.0005 ppm以下

イソ吉草酸 0.001 ppm 0.001 ppm 0.0005 ppm以下

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 ppm 0.002 ppm以下

プロピオンアルデヒド 0.05 ppm

-

0.01 ppm以下

イソブチルアルデヒド 0.02 ppm 0.005 ppm以下

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 ppm 0.002 ppm以下

イソブタノール 0.9 ppm 0.09 ppm以下

イソバレルアルデヒド 0.003 ppm 0.001 ppm以下

トルエン 10 ppm 1 ppm以下

メチルイソブチルケトン 1 ppm 0.1 ppm以下

酢酸エチル 3 ppm 0.3 ppm以下

平成１３年３月３０日大津市告示第３５号「特定工場等において発生する振動の規制基準について」を参考とする。

ダイオキシン類 既炉 5ng-TEQ/㎥N - ng-TEQ/㎥N1.10

臭気指数 12 - 10 以下

キシレン 1 ppm 0.1 ppm以下
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■ 調査結果 

 ● 令和 7年 7月 25 日測定の項目「騒音（昼間）」について、基準値の超過が有りました。 

   超過理由は、測定場所付近（次ページ、測定場所位置図内「敷地境界①」）における蝉 

の影響です。 

 ● 今後も安定稼動及び環境の保全に留意しながら操業を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダイオキシン類：平成１２年３月「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」を参考とする。
大気汚染（硫黄酸化物、ばいじん、窒素酸化物）：大気汚染防止法施行規則別表 １３：廃棄物焼却炉 の数値を参考とする。
大気汚染（塩化水素、一酸化炭素）：平成２７年１２月「環境保全協定書＜環境美化センター>」の数値を参考とする。
騒音：平成１３年３月３０日大津市告示第３１号「特定工場等において発生する騒音の規制基準について」を参考とする。
振動：
臭気指数：平成２３年１０月１日大津市告示第１４８号「悪臭防止法に基づく悪臭物質の排出を規制する地域の指定及び

規制基準の設定について」を参考とする。

ng＝ナノグラム＝10億分の1グラム
ppm＝100万分の1という割合を表示する記号

50 5 ppmppmppm

60 dB 32

ppm

　騒　　　　音　　　（昼間） 55 dB 55

臭気指数 10 以下

窒素酸化物 250 ppm 125 ppm

1212

塩化水素 50

dB　振　　　　動　　　（昼間） 60 dB

平成１３年３月３０日大津市告示第３５号「特定工場等において発生する振動の規制基準について」を参考とする。

dB 59 dB

一酸化炭素 100 ppm 100 ppm 84

0.01 g/㎥大
気
汚
染

硫黄酸化物 - 85 ppm 5 ppm以下

ばいじん 0.25 g/㎥ 0.05 g/㎥

33 ppm

ng-TEQ/㎥N

環境影響調査表（新基準）

項　　　　目
・

測　定　年　月　日
法・条例等基準値 公害防止協定値

令和7年7月25日
(第2系統4号炉)

5 ng-TEQ/㎥Nダイオキシン類 既炉 5ng-TEQ/㎥N 2.50
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■ 測定場所位置図（悪臭 ・騒音 ・振動） 
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MEMO 
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 志賀聖苑施設について 

 

● 配置図 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● 施設概要 

 
[火葬棟] 

  ⑴ 建築年月：平成 5年(1993年)1月 

  ⑵ 延床面積：2,276.42 ㎡ 

  ⑶ 構造：鉄筋コンクリート造平屋建(一部 2階建) 

  ⑷ 火葬炉：燃料/灯油 人体炉 4、汚物炉 1、動物炉 1 

  ⑸ 供用開始：平成 5年(1993年)4月 

⑹ 施設内容：待合ロビー、待合室、告別室、収骨室、霊安室、駐車場 

 

[葬祭棟] 

  ⑴ 建築年月：平成 24年(2012年)3月 

  ⑵ 延床面積：464.44 ㎡ 

  ⑶ 構造：鉄骨造平屋建 

  ⑷ 施設内容：葬儀式場 1室、家族控室、宗教者控室、霊安室 

  ⑸ 供用開始：平成 24年(2012年)4月 

 

 

 

 

 

 

施 設 名 称

図 面 名 称 縮 尺 作 成 年 月

施 設 番 号 図 面 番 号

志 賀 聖 苑 Ｔ１８

H2 9.0 9

木戸川

合併浄化槽

防火水槽

池Ｓ造１階建　耐火建築物

葬儀ホール棟

25
00

0

敷
地

境
界

線

待 合棟
ＲＣ造２階建　耐火建築物

火葬棟

ＲＣ造１階建　耐火建築物
納骨堂

車庫棟 ＲＣ造１階建　耐火建築物

１

配置図 1: 800

受水槽

Ｎ

車寄棟

火葬棟 

待合棟 

葬祭棟 
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● 火葬棟・待合棟 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉前ホール 

待合ホール  

炉室 

炉室 

汚物炉 ➊ ➋ ➌ ➍ 

炉監視室 

ペ
ッ
ト
火
葬
計
量

所 

告別室 
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● 葬祭棟 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祭壇 

葬儀式場 

  ホワイエ 

多目的 

トイレ 

男子トイレ 
女子トイレ 

家族控室 霊安室 

事務室 

湯沸室 

倉庫 1 

倉庫 2 

宗教者控室 

スロープ 

当直室 

エントランス 
エントランス 

手前に葬祭棟、奥に火葬棟・待合棟を臨む 
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● 大津市斎場ホームページ 

https://ootsu-kasou.com 
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MEMO 

✺志賀聖苑連絡協議会事務局✺ 

市民部戸籍住民課 施設管理係 

電話 077-528-2702 
FAX 077-525-6994 


